山口県交通安全ムービー・フォトコンテスト2026　応募要領
	主催等
	主催：山口県警察　共催：（一財）山口県交通安全協会
後援：（一社）山口県安全運転管理者協議会、（一社）山口県トラック協会、山口県

	募集期間
	令和８年４月６日（月）から同年７月21日（火）まで　※当日消印有効

	作品の
テーマ
	１　ムービー部門
　　横断歩道ハンドサイン運動又は自転車の安全利用促進に関するもの
２　フォト部門
　　交通安全（交通事故防止）に関するものであれば自由
　　【例】 横断歩道ハンドサイン運動、自転車の安全利用促進、交通ボランティア活動等
※　交通事故現場等の凄惨な内容を含む作品は審査対象外となります。

	応募要領
	１　応募資格
　　原則、山口県内に居住又は山口県内に通勤・通学されている方
２　応募点数
　　１人（１グループ）３点以内　※　入賞は１人（１グループ）１点までとします。
３　応募方法
　⑴　ムービー部門（郵送又は持参）
　　　15秒以内の動画作品（MP4形式）を記録媒体（DVD-R、USBメモリ等）に保存の上、下記応募票に必要事項を記入し、作品とあわせて下記送付先まで郵送又は持参（祝日を除く平日の午前９時から午後５時までの間）してください。
※　表現方法（実写、アニメーション、CG、スライド等）は問いません。
　　　※　BGMの有無は問いませんが、使用する映像・音楽等は、応募者が制作したもの又は著作権フリー素材を使用してください。
⑵　フォト部門（①郵送・持参又は②やまぐち電子申請サービス）
①　郵送・持参の場合
　　　　Ａ４サイズ以下の写真（組写真不可）と下記応募票に必要事項を記入の上、作品とあわせて下記送付先まで郵送又は持参（祝日を除く平日の午前９時から午後５時までの間）してください。
　　②　やまぐち電子申請サービスの場合
　　　　山口県警察のホームページ内の「山口県交通安全ムービー・フォトコンテスト2026」専用ページから応募フォームにアクセスし、必要事項を入力の上、作品データを添付して「確認」ボタンを押して送信してください。（※データ形式：jpg、jpeg、データサイズ：10MB以内）
４　注意事項等
・　応募作品は応募者（グループの場合は共同制作者）が撮影・制作した未発表の作品に限ります。
　・　フォト部門は、応募者が撮影した作品又は被写体として写っている作品とします。
　・　応募に要する経費は応募者の負担とします。
　・　応募作品で人物や建物等が写っている場合は、応募者の責任で肖像権等の承諾を得てください。
　・　応募作品の一切の権利は山口県警察に帰属し、作品及び記録媒体の返却は行いません。
　・　過去に発表された作品又は酷似する作品は審査の対象外となります。
　・　道路交通法第76条に規定されている禁止行為に該当するような方法で撮影はしないでください。
　　　（例～交通の妨害となるような方法で寝そべる、しゃがむ等）
・　応募作品は、ホームページ等で公表するほか、各種広報啓発素材、SNS等で使用する場合があります。
　・　応募者の個人情報は、本コンテストの目的以外には使用しません。

	送付先
	〒753-8504　山口市滝町１番１号　山口県警察本部交通企画課

	表彰等
	審査の上、９月頃に結果を発表します。
入賞者には、賞状及び副賞（3,000円～20,000円相当の商品券）を贈呈します。
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【作品名】

 ①  ①

 ②  ②

 ③  ③

 〒       －

ふりがな

電話番号 職　業

学校名

担当教員

 ※ 複数の作品を応募される方は作品に作品名の番号を表記してください　 ※ グループで応募される方は、代表者の氏名、電話番号、年齢、職業を記載してください

山口県交通安全ムービー・フォトコンテスト２０２６応募票

年齢

氏　名

住　所



     歳

ムービー

グループ名

(該当者のみ)



 □ （被写体が人物等の場合）撮影・応募の同意があります  □ 作品の著作権を主催者へ帰属することに同意します　



 □ 過去に発表された作品と同一（酷似）のものである場合は、審査対象外になることに同意します



※　以下は、高校生以下の学生が応募される場合にのみ記入してください。



フォト



学年・クラス（又は部活動名）

担当教員連絡先


